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添付法令資料 3： 

 

電力網に届きにくい地域のコミュニティのための充電ステーション及び配電設備の

供給に関する 2021年 7月 15日付インドネシア共和国エネルギー鉱物資源大臣規則

No.22（目次） 

同月 19日施行 

 

 

第 1章  総則（第 1条及び第 2条） 

第 2章  充電ステーション及び配電設備の供給 

第 1節  充電ステーション及び配電設備の計画（第 3条及び第 4条） 

第 2節  充電ステーションの確保、分配及び設置（第 5条ないし第 14条） 

第 3節  配電設備の確保、分配及び設置（第 15条ないし第 24条） 

第 4節  許可（第 25条） 

第 3章  充電ステーション及び配電設備パッケージの保守及び管理 

 第 1節  充電ステーションの保守及び管理（第 26条ないし第 28条） 

 第 2節  配電設備パッケージの保守（第 29条） 

第 4章  指導及び監督（第 30条及び第 31条） 

第 5章  経過規定（第 32条） 

第 6章  終則（第 33条） 

 


